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８　再資源化完了報告等

９　最終処分する建設

　　廃棄物 ・廃プラスチック

・ｱｽﾌｧﾙﾄ類

・ガラスくず，陶磁器くず

・ﾎﾞｰﾄﾞ類

・木くず

・非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材

廃棄物の種類 施設名称 所在地 搬出距離

※上記に示す受入施設は参考であり，実施にあたっては関係法令を遵守し，適切な処理を行うものとする。

　なお，処分場の決定にあたっては監督員と協議する。

※解体材の処理に当たっては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」「建設副産物適正処理要項」

　(平成14年版)を遵守して行わなければならない。

・　特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは，建設リサイクル法による再資源化等完了報告書又は

　前払金を支払ったものについては工期中２回まで，前払金の支払がされていないものは工期中３回までとする。

１．共通仕様

電気設備解体工事及び機械設備解体工事を本工事に含む場合は，それぞれの標準仕様書及び法令等に従い，処分等を行う。

２．工事仕様書のうち必要として特記する事項と，その他必要として特記する事項を特記事項とする。

３．特記事項の適用は次のとおりとする。

１）項目は番号に○印のついたものを適用する。

２）特記事項は・印のついたものを適用する。

　・印のつかない場合は，※印のついたものを適用する。

　・印と※印のついた場合は，共に適用する。

３）形状寸法の単位は特記なき限りミリメ－トルとする。

４）特記事項に記載の（　　）内の表示番号は，「解体共通仕様書」の当該項目，当該図又は当該表を示す。

４．前金払

５．中間前金払か部分払かの選択

６．中間前金払

　契約金額３００万円以上の工事にあっては，契約に当たり中間前金払又は部分払を請求することができる。

７．中間前金払の要件

１）工期の２分の１を経過していること。

２）工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

３）既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の２分の１以上の額に相当するものであること。

８．部分払

９．火災保険

　火災保険の適用は（　・有　・無　）とする。

なお，適用有の場合は，契約締結後速やかに火災保険に加入し，保険期間は工期後２１日とする。

10．下請工事における霧島市内建設業者の優先活用

　工事の一部を下請に付する場合は、霧島市に主たる営業所を有する者を使用するよう努めることとする。

11．配置技術者等の途中交代

　①　受注者の責によらない理由により工事中止，または工事内容の大幅な変更が発生し，工期が延長された場合。

　②　工場製作を含む工事であって，工場から現地へ工事の現場が移行する時点。

　③　大規模な工事で一つの契約工期が多年に及ぶ場合。

12．電子納品

・適用する　　　　　※適用しない　　　　　　　　　　　　　　　　　

・　法令等に基づき有資格者を定め，監督職員に報告する。

・　施工時間は「解体共仕」による。　　　　　　　　　　　　　　　

・　工事車両の駐車場所，及び資機材置き場　　※工事現場内　　・（監督職員の指示する場所）

　　保安責任者

８　電気保安技術者

９　工事用電力設備の

10　施工条件

11　施工中の安全確保

　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は，「建築物解体工事共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 最新版)(以下

「解体共仕」という。)による。ただし，解体共仕に記載されていない事項は，「公共建築工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

最新版）」及び「公共建築改修工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 最新版)」本特記仕様書に基づき施工するもの

とする。

　契約金額３００万円以上の工事にあっては，契約金額（全体又は年度毎の出来高予定額）の１０分の４を超えない範囲内に限り，前払金の支

払を請求することができる。

　契約金額（全体又は年度毎の出来高予定額）の１０分の２を越えない範囲内に限り，７の全ての要件を満たす場合に中間前払金の支払を請求

することができる。

下記に該当する場合である。

　可能となる。

１）本工事は，電子納品対象工事であり，電子納品とは「調査，設計，工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」

　をいう。ここでいう電子納品とは，「霧島市電子納品の手引き（案）(最新版)：（以下「ガイドライン」という。）に定める基準に基づ

　いて作成した電子データを指す。

２）ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体（CD-R）で正本１部，副本２部の計３部提出する。電子化しない成果品については

　従来どおりの取扱いとする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については，事前協議を行い決定するものとする。

13．暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置

14．ダンプトラック等による過積載等の防止について

１）工事用資機材等の積載超過のないようにすること。

２）過積載を行っている資材納入業者から，資材を購入しないこと。

４）さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが，工事現場に出入りすることがないようにすること。

７）１)～６)のことについて，下請契約における受注者を指導すること。

　　ア 伐採及び測量･調査等の工事現場で作業を行う業務　　　　イ 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務　

　　ウ 工事現場の警備(交通誘導を含む)を行う業務　　　　　　 エ その他監督職員が記載を指示した業務等

17. 法定外の労災保険の付保

　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

３）電子成果品を提出する際は，鹿児島県の公開する電子納品チェックソフトによるチェックを行い，エラーが無いことを確認した後，ウィルス

　を実施した上で提出すること。

　市が発注する建設工事等（以下「市工事等」という。）において，暴力団関係者による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。)

を受けた場合は，断固としてこれを拒否するとともに，その旨を遅滞なく市(発注者)及び警察に通報すること。

市工事等において，暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は，市（発注者）と協議を行う

こと。

３）資材等の過積載を防止するため，資材の購入等に当たっては，資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。

５）「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み，法第12条に規定する

　団体等の設立状況を踏まえ，同団体等への加入者の使用を促進すること。

６）下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては，交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によっ

　て悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。

15.　本工事の受注者は，建設工事の一部を下請けする場合は，施工体制台帳及び添付書類を作成し，工事現場に据え置くとともに、その写しを

監督職員に遅滞なく(遅くとも下請工事の着手前までに)提出すること。また，施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは，

その都度，当該変更があった年月日を付記して，変更に関する事項について，作成し提出すること

16. 本工事の受注者は，工事を施工するために，建設工事の一部または以下のアからエの業務を下請に付する場合は，施工体系図を作成し，工事

の期間中，工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに，その写しを監督職員に遅滞なく(遅くとも下請

工事または業務の着手前までに)提出すること。また，施工体系図の記載事項に変更があったときは，その都度，変更に関する事項について，

作成し提出すること。

１　適用基準等 ・建築工事安全施工技術指針(官庁営繕部)　

・建設工事公衆災害防止対策要綱（建設工事編）(官庁営繕部)

・建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日国交省通知122号等）

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・資源の有効な利用の促進に関する法律（リサイクル法）

・建設工事に係る資材の再資源化等に関る法律（建設リサイクル法）

注）解体工事を行うに当たっては，構造物の状況や工事現場周辺の条件等を検討した上で騒音規制法，

　　振動規制法等の関係諸法令を遵守し，必要な措置を講じなければならない。

　　届出手続等

３　官公署その他への

２　設計図書の優先順位
①工事請負契約書,②工事請負契約約款,③質疑回答書（④から⑦に対するもの）・追加指示書，

・大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年11月30日　環水大大発第2011301号)

・石綿障害予防規則等の一部を改正する省令（令和2年8月4日　基発0804第8号）

　工事の着手，施工，完成に当たり，関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続き等を遅滞なく行うこと。

また、これらの手続き等を行うに当たっては、届出内容についてあらかじめ監督職員に報告すること。

※適用する（工事請負金額が500万円以上）　　　・適用しない　　　　　　　　　　４　工事実績情報の登録

５　別契約の関連工事 　本工事は別契約の工事に施工上密接に関連するため、監督職員の調整に協力すると共に、工程計画及び工事車

両の出入り等について当該工事関係者と十分調整し、工事の円滑な施工に努めること。 (1.1.7)

６　施工計画書

（仮設計画，安全・環境対策，工程計画，解体計画，発生材の処分計画）

　　責任者

・　次の責任者を選任し，資格の証明資料を監督員に提出する。(兼務は可能)７　建設副産物対策等の

　建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、建設副産物適正処理推進要綱に基づ

き事前調査のうえ、事故防止及び環境保全に十分配慮した解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に

定めた施工計画書を作成し、あらかじめ監督職員に提出し承諾を得ること。

※全ての工事において，再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を施工計画書に含めて提出すること。

また，その実施書についても提出すること。この場合，建設副産物情報交換システム（COBRIS）の利用を推奨

する。

・　建築基準法，労働安全衛生法その他関係法令等及び建設工事公衆災害対策要綱(建築工事偏)(以下「災害対策

(1.3.6)

12　施工中の環境保全等

13　周辺構造物対策

14　公共設備等への対策

・　発注者に引き渡しを要するもの　　※金属類，PCB含有物　15　発生材の処理

・　建築基準法，建設リサイクル法，環境基本法その他関係法令等に従うとともに，建設副産物適正処理推進要

　工事にあたって、周辺地盤のゆるみ又は沈下、構造物の破壊、汚損等に十分注意しするとともに、必要に応じ

て構造物の補強又は養生等について、その構造物の管理者とあらかじめ協議し、危害防止のための措置を講じな

ければならない。

　工事による影響があると思われる範囲内の公共埋設物、架空線等の処理等について、十分配慮して工事しなけ

ればならない。

公共の埋設物、架空線等に接近して工事を施工する場合は、あらかじめその埋設物、架空線等の管理者と協議し、

施工の各段階における保安上必要な措置、埋設物、架空線等の保護方法、立会の有無、緊急時の連絡先及び連絡

方法等を決定しておかなければならない。

・　工事現場において再利用を図るもの及び再資源化を図るもの　・（　　　　　　　　　　） (1.3.10)

16　近隣との折衝

・　「解体共仕」による　　　

・　「解体共仕」による　

17　施工調査

18　施工

19　工事写真等

・　地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし，あらかじめ概要を監督職員に報告するとともに，

分　　類 部　　数 備　　考

※   １部

・( 　)部

※   １部

・(　 )部

※   ３部

・( 　)部

※   ２部

 部分：サービスサイズ

 全景：キャビネサイズ

 カラーサービスサイズ

 部分：サービスサイズ

 全景：キャビネサイズ

規　　格

 ※デジタルカメラ

 ※デジタルカメラ

 ※デジタルカメラ実態調査用

完　成　時

工　事　中

着　工　前

区　　分

※撮影箇所及び方法については、「営繕工事写真撮影要領（平成31年度版）・同解説 工事写真の撮り方

　建築編」による。

　ただし，工事完了後に不可視部分となる地下埋設物（基礎，地中梁及び杭）については，全て撮影すること。

完成写真の撮影者　　　・監督職員の承諾する撮影業者　　※監督職員の承諾する撮影者

・　工事中，取合い部その他工事範囲外の部分に汚損を生じた場合は原形に復旧する。20　既存建物との取合い

21　中間検査 　この工事については，中間検査を　　・ 行う　　・ 行わない

22　埋設物等の報告

23　地下埋設物調査 ・　行わない

24　家電リサイクル法

　　対象機器の処分

行う場合は，出来高が５０％を超えた時点を検査の目安とし，工事受注者は検査の希望日を監督職員と協議の上，

発注者に申し出ること。

　工事の施工にあたり、図面にない地下構造物、埋設配管等を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に

報告すること。

・　行う　図示する範囲内において、整地前に敷地境界から２mの距離を置き、幅１m、深さ1.5mで、3m間隔で

　　　　　掘削調査を行う。

　特定家庭用機器再商品化法（平成10年6月5日法律第97号）に指定する機械機器を処分する場合は、同法に基づ

き処理を行うこと。また、工事完了後に管理票の写しを提出すること。

・設ける（　　　  　 ㎡程度）　・既存建物の一部を使用　　・設けない

１　騒音・粉じん等対策 騒音・粉塵等の対策

・防音パネル　・防音シート　・養生シート　　　　　　　　　　　　　　　

　設置範囲及び高さは図示（　　　　　　　）図による。

２　仮囲い ※設ける（仕様，位置，延長等は図示）仮囲い高さH＝２ｍ、出入口幅＝６ｍ　　　　・設けない　　　  　　　　  　　

３　足場その他 内部足場　　　　　　　　　※脚立，足場板等　　・（　　　　　　　）

外部足場　種類　　　　　　・Ａ種(手すり先行型足場)　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種

材料，撤去材等の運搬方法　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種

４　監督員事務所

※　設置位置は，監督員との協議による。また，取付けは，強風に対し安全な工法とする。

・工法等　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　６　山留め

７　工事用水 構内既存施設　　　・利用できる（※有償　　　・無償）　※利用できない

８　工事用電力 構内既存施設　　　・利用できる（※有償　　　・無償）　※利用できない

１　施工調査 ・　解体施工(分別解体等，構造的安全性等)に関わる施工調査　　※行う

２　事前措置

・　給水，ガス，電力，通信，各種設備機器の停止を確認する。

・　オイルタンク，オイルサービスタンク，配管内の廃油は，事前回収し，洗浄等の措置を行う。

・　浄化槽等の汚水・汚物は，事前回収，洗浄，消毒等の措置を行い，周辺環境の汚染を防止する。

・　特別管理産業廃棄物，アスベスト含有建材，特殊な建設副産物がある場合は，5，6，7章による除去及び

(3.2.1)

３　解体手順 ・　解体共仕による。解体材の処分は○による。

４　解体方法

５　分別解体 分別解体の種類

・その他の外装材　　　（・　　　　　　　　・　　　　　　　　）

・その他の内装材等　　（・　　　　　　　　・　　　　　　　　）

・その他の防水材等　　（・　　　　　　　　・　　　　　　　　）

・その他の屋根葺材等　（・　　　　　　　　・　　　　　　　　）

・その他の構造材　　　（・　　　　　　　　・　　　　　　　　）

上記以外は，解体共通仕様書3.5.1～3.8.1による

６　基礎等，杭

杭の解体工法　　・引抜き工法　　・破砕による解体

・基礎は底盤（捨コン）までを解体撤去し、杭（杭頭）、地業は残す。

・既存杭の他、残置物は全て位置情報を測量し、報告書として提出すること。

・　建築設備，内装材，屋根葺材等は手作業とする。ただし，技術的に困難な場合は監督員と協議の上，手作業

７　さく，照明設備等

８　舗装，樹木等 樹木等は　・伐採伐根　・移植　・剪定

９　地下埋設物

　　及び埋設配管

10　解体後の整地 解体後の埋戻し，盛土　・　行う　　・行わない

埋戻し用搬入土　　・あり(・山砂類　・他現場発生土)　・なし(・現場発生土)

・他現場発生土の場合　（発生場所・連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

埋戻し高さは図示による

１　用語の定義 ・「解体共仕」による。

・  建設破棄物の処理に先立ち，種類別に具体的に処理計画を定め，施工計画書に記載する。２　建設廃棄物の処理計画

３　工事現場内の保管

４　運搬及び処分の委託 ・  運搬及び処分の委託契約は，廃棄物処理法の規定により，委託先ごとに個別に書面で行う。

・  運搬及び処分の委託先は，廃棄物処理法で定める事業許可(運搬，処分)のある事業者とする。

５　委託しない場合の

　　処理

・　受注者が自ら運搬する場合は，廃棄物処理法等に従い実施する。

６　再資源化等 特定建設資材の分別解体等及び再資源化等

　分別解体等の方法

　・内装材等
　併用理由（　　　　　　　　　）

　・手作業

　・手作業，機械作業の併用

　・手作業

　・手作業，機械作業の併用

　併用理由（　　　　　　　　　）

　・手作業

　・手作業，機械作業の併用

　併用理由（　　　　　　　　　）
　・上部構造部分

　・基礎ぐい

　・手作業

　・手作業，機械作業の併用

１　建築設備

２　屋根ふき材

　・手作業

　・手作業，機械作業の併用

７　再資源化された建設

　　廃棄物の現場利用

・ コンクリート

・ 木材

・ 木材（縮減）

・ ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

・

・

利用する場所（箇所）等

工　程 作　業　内　容

建築設備・内装材等の取り外し

・有　　・無

屋根ふき材の取り外し

・有　　・無

分別解体等の方法

外装材・上部構造部分の取り壊し

・有　　・無

基礎の取り壊し

・有　　・無

その他の取り壊し

　・有　　・無
その他

距離所在地
中間処理施設又は

再資源化施設の名称等
建設廃棄物の種類

種　類

・  保管は周辺環境に影響を及ぼさないようにするとともに，廃棄物処理法の「産業廃棄物保管基準」に基づき，

　　分別した廃棄物の種類ごとに保管する。

・  処理の委託に当たっては，マニフェストを交付し，最終処分が終了したことを確認する。(ただし，電子マニ

　　フェストでの確認の場合は除く)

・　受注者等が，現場内にコンクリート塊の破砕等の処理のため，廃棄物処理施設を設置する場合は，廃棄物処

・　建設リサイクル法等の対象内外に関わらず，分別解体等及び特定建設資材の再資源化等について適切な措置

(4.4.1)

10　処理に注意を要する

　　建設廃棄物

距離所在地等処理施設等名称種類

※　特別管理産業廃棄物

１　施工調査 ・　施工調査結果は，監督員に提出する。

・　特別管理産業廃棄物の処分等を行う場合は，廃掃法で定められた特別管理産業管理責任者を選任し、資格を

・　特別管理産業廃棄物の使用状況調査(製造所名，製造年，型式，種類，数量等)及びそれに応じた収集運搬

　業者，処分業者，回収業者等調査する。

２　処理計画 ・　施工調査に基づき，種類別に具体的な処理計画及び回収計画を定め，1.2.2.(1)の施工計画書に記載する。

(5.1.2)

(5.1.3)

３　特別管理産業廃棄物 ・　現場内に保管しない。搬出するまでの間やむを得ず保管する場合は，雨水がかからない場所とするなど

　　の保管 　「特別管理産業廃棄物保管基準」に従い保管する。 (5.2.1)

４　運搬，処分及び回収

　　の委託

・　特別管理産業廃棄物の運搬，処分の委託契約先は，廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物（運搬，処分）

　事業許可業者とし，委託先に特別管理産業廃棄物の種類，数量，性状，荷姿，留意事項を文書により通知

　しなければならない。 (5.3.1)

　管理責任者

※６　石綿含有建材の除去及び処理による。５　廃石綿等

６　PCB含有機器類 調査方法　※製造所、製造年、型式等による調査　　　・専門分析機関による微量PCB分析調査

調査対象　・　　　　　　　　　　・

　　　　　上記のほかにも含有が疑われる機器があった場合は調査を行う。

事前調査等　　・行う（下記の要領で分析する）　　　・行わない

　　現場においてサンプルを採取し、専門分析機関で分析を行う。

　　　採取箇所　　※外壁目地　　　・建具周囲目地　　　・図示

　　　採取箇所数　・部材が異なる毎に１箇所　　　　・図示

　　分析によりPCBの含有が確認された場合は、下記により施工調査等を行い、適切に処理を行う。

　　　調査範囲　　※工事範囲全て　　　　・図示

　　　調査内容　　シーリング使用部位及び長さの確認

　　　　　　　　　施工範囲と工事監理区分の確認

　　　　　　　　　仮設計画

　　　　　　　　　廃棄物等の搬出方法

処理方法　　・焼却処分　　　・中間処理施設による再生処理

７　PCB含有ｼｰﾘﾝｸﾞ材

８　廃油

９　廃酸・廃アルカリ 処理方法　　・中和処理　　　・焼却処分　　　・中間処理施設による再生処理

10　ダイオキシン類 サンプリング調査　　・行う　　　・行わない

材料名 調査箇所 測定方法

焼却施設の解体及び処分の方法　　　

　ダイオキシン類対策特別措置法施行令（平成11年政令第433号）その他関係法令に従い、適切に処理すること。

(5.4.1(1))

(5.4.1(2))

(5.4.1(3))

(5.4.1(4))

(5.4.1(5))

(5.4.1(7))

章 項　　　目 特　　記　　事　　項

霧　島　市　解　体　工　事　特　記　仕　様　書

　※建設副産物対策責任者　※特別管理産業廃棄物管理責任者　※産業廃棄物処理責任者

　綱に従い，工事の施工の安全に留意して現場管理を行い，施工に伴う災害及び事故の防止に努める。その他は

　「解体共仕」による。　　

　工事に関して第三者からの説明要求・苦情等があった場合は，直ちに誠意をもって対応する。また，それら

　の経過について記録し，遅滞なく監督職員に報告する。

 ※デジタルカメラ

 ・カメラ

 ・カメラ

 ・カメラ

 ※デジタルカメラ

５　現場表示板 ・　900×1800のサイズとし，上部中央には市シンボルマーク（150*150程度）を表示の上，工事名，発注者，

　設計者，監理者，施工者，工期を明記する。　　　　　　　　　

　回収を行う。

　と機械によることができる。

　要綱」という)に従うとともに，建築工事安全施工技術指針を参考に，工事の安全に留意して現場管理を行い，
　施工に伴う災害及び事故の防止に努める。その他は「解体共仕」による。

　理法によるほか，必要に応じて知事許可等を得る。

　を行う。

３　外装材

４　基礎

　監督員指定の再生資源利用促進計画書(実施書）を監督員に提出する。

(4.3.2)

(4.3.1)

(4.2.1)

(1.3.4)

(1.3.5)

(1.4.1 ，1.4.2)

(1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5)

(2.2.2)

(2.3.1)

(2.3.1)

(2.4.1)

(3.1.3)

(3.3.1)

(3.3.2)

(3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1)

(3.9.1,3.9.2)

(3.10.1)

(3.11.1)

(3.12.1)

(3.13.1)

(1.1.3)

(1.1.4)

(1.2.2)

(1.3.2)

(1.3.3)

(1.3.9)

(2.2.1)

(2.2.2)

(4.1.4)

(4.1.2)

　証明する資料を監督職員に提出する。

杭の解体　　　　・行う　　　　　・行わない

さく，照明設備等の付属物の解体　　・行う　　　　　・行わない

１）配置技術者等の途中交代が認められる場合としては，主任技術者又は監理技術者の死亡，疾病，退職等，真にやむを得ない場合のほか，

２）上記１)のいずれの場合であっても，受注者と発注者が協議し，工事の継続性，品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が

地下埋設物及び埋設配管の解体　　・あり

・混合廃棄物

・金属・くず類

　・（監督職員の指示する物）

・アスペルギルス対策（A-03に明記）

霧島砕石

（株）エコ・スマイル

霧島市牧園町高千穂

霧島市国分重久

19.4km

8.8km

（株）土佐屋 霧島市溝辺町三繩 17.3km

（株）ﾔｸﾔｸﾘｻｲｸﾙ 鹿児島市小野町 46.7km

永田重機土木（株） 鹿児島市吉野町 38.8km

（株）勝利商會

・病院利用者及び周辺住民を対象としたデジタル騒音計・振動計の設置

・出入口敷鉄板　5X20

・出入口警備員配置（常時）

④特記仕様書，⑤設計図書,⑥工事共通仕様書,⑦工事請負代金内訳書

・　既存建物・既存ｲﾝﾌﾗ等への影響がない様、施工前の既存調査を実施すること。

霧島砕石 霧島市牧園町高千穂 19.4km

（株）ﾔｸﾔｸﾘｻｲｸﾙ 鹿児島市小野町 46.7km

鹿児島市小野町 46.4km

（株）土佐屋 霧島市溝辺町三繩 17.3km

・がれき類

・木材

（株）エコ・スマイル 霧島市国分重久 8.8km

・既存杭の残置については、着工前に霧島市へ協議を行い、届け出等を行うこと。

･
･

※金属類,PCB含有物
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16.000

16.085

16.15016.109

16.044

15.920

16.130

15.733 15.43015.62415.661

15.62715.66815.780
16.130

15.82615.947
15.992

16.104

16.105

15.733

15.765

15.300

15.98015.98015.98015.98015.980
15.980

15.980

15.980

15.980

15.980

15.600

15.910

15.900

15.910

15.910

15.800 15.700

15.50015.600

15.800

16.130

15.900

15.590

16.190

16.073

16.158 16.179

15.460

15.850

16.106

15.980

15.910

15.880

16.104 16.119

16.000
16.062

15.940 15.930

15.847 15.840
15.843

15.660
16.130

15.720

15.610

15.340

15.850

15.820

16.167

16.124

15.560 15.260

15.400

15.360

16.061 15.648

15.291

15.630
15.658

⑨身障者駐車場キャノピー

⑪駐輪場1（患者用）

⑧受水槽ポンプ室

⑦設備棟

（倉庫予定地）

163台

職員用駐車場

26

16

16

17

17
9

45

5

6

6

（10）

（3）

（5）

16.100

16.000

15.982

15.870

15.788

15.762

16.00016.000

16.000

15.890

15.595

15.845

16.100

16.100

16.040

15.881

16.040

15.72415.761

15.770

②手術室棟

16.680

⑬歩廊

19台

記号 延べ面積（㎡）建築面積（㎡）建　物　名 構造 階数

記号 延べ面積建築面積建　物　名 構造 階数

解体撤去予定建物

（18台）

病　棟 1,167.69

リハビリ棟 437.23 437.23

1,167.69③

①

研修医室 523.80276.30

1階建

2階建S造

1階建S造

記号 延べ面積（㎡）建築面積（㎡）建　物　名 構造 階数

記号 延べ面積（㎡）建築面積（㎡）建　物　名 構造 階数

S造

④

申請建物

既存建物

計 7,795.14 25,156.80

計 1,881.22 2,128.72

計 2,804.64 4,830.41

計 3,881.16 6,474.15

▲

凡　例

現状地盤高さ16.00

計画地盤高さ16.00

▲

仮囲い（成形鋼板Ｈ＝2.0ｍ）L=254.59ｍ

資材搬出入口 （2箇所）ｸﾛｽｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ　W＝6ｍ

25_外灯

31_外灯

44_外灯

消火栓

28_外灯

24_WC

32_塀ブロック

33_洗濯干場

67_標識

消火栓

車止め

車庫

物干場

ニ 危険物地下タンク貯蔵庫

院長宿舎

旧伝染病棟

　チ　既存
受変電設備

保育所

①リハビリ棟

タ 自家発電室自家発電室

サ 電気室コ 冷凍機械室

ク サービス棟

シ 渡り廊下

ス 渡り廊下

ケ 病棟

（吹きさらし）

ソ 休憩棟

セ 吸引機械室

ウ 外来管理治療棟

キ 発電機室 エ 渡り廊下

オ 渡り廊下

カ 渡り廊下

③病棟

ク

ケ

コ

サ

シ

ス

セ

タ 自家発電室 32.00

冷凍機械室 84.00

吸引機械室 14.00

渡り廊下（吹きさらし） 107.19

渡り廊下 186.85

32.00

84.00

14.00

0.00

186.85

病棟 1,934.00

サービス棟 1,429.47

4,655.00

1,408.65

電気室 72.00 72.00

RC造 3階建

1階建RC造

1階建RC造

3階建RC造

1階建CB造

1階建S造

1階建S造

1階建RC造

病院棟 6,534.00

設備棟

身障者駐車場キャノピー

カーポート

廃棄物保管庫

受水槽ポンプ室

⑤

RC造 1階建

6階建S造

1階建RC造

1階建

1階建

1階建

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

2,3322.81

123.90 115.50

59.00 59.00

13.95 13.95

213.28 97.65

S造

S造

S造61.40 51.95

駐輪場1（患者用） 1階建⑪ S造14.48 28.96

手術室棟② 2階建RC造756.25 1,466.98

歩廊 1階建⑬ S造18.88 0.00

ウ

エ

オ

カ

キ

渡り廊下 54.00

渡り廊下 19.96

108.00

39.92

外来管理治療室 2,618.26 4,509.01

渡り廊下 19.96 39.92

92.46 92.46
（内自家発電設備部分64.86）

RC造
2階建

(一部S造)

2階建RC造

2階建S造

2階建S造

1階建RC造

▲

色 発注区分

区分凡例

解体工事（Ⅰ期）着工時：R6霧島市立医師会医療センター外来管理治療棟ほか解体工事

解体工事（Ⅱ期）別途次期解体工事部分を示す。

受水槽
医療用

薬品

検体検査

仮囲い（工事用ガードフェンス）　L＝58.58ｍ

敷き鉄板（1524×6096×22×5枚）

L=44m

L=56mL=136m

L=58m

L=40m

L=17m

W=6.0m

W=6.0m

ナ 個室

受水槽　（基礎共）

解体撤去建物

B_ヘリポート

テ 渡り廊下

ト 渡り廊下

ツ　新手術棟

チ

ツ

テ

ト

渡り廊下

渡り廊下

既存受変電設備

新手術棟

ナ 個室

RC造

13.2 13.2

S造 2階建14.40 14.40

2階建
363.13 653.86

RC造（㋒に含む） （㋒に含む）

S造 １階建13.50 13.50

RC造 １階建

設備基礎― ―

RC造 設備基礎― ―

工事範囲・・・建築本体：上屋、基礎、土間、設備等一式（埋設部分を含む）

外 構 他：樹木伐根撤去、給排水ガス管等一切（埋設部分含む）
桝、マンホール、雑排水汚水管（埋設部分含む）
縁石、掲示板等、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

整　　地：基礎底盤（捨コン）まで解体し、地業は残す。

発生土による埋戻しを行い整地する。
整地部分と周囲ＧＬとの段差が生じる場合は、
雨水排水へ対応の為、沈砂池及び水中ポンプを設ける。

その他・・・・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の撤去について
　　　　　　　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材：長尺ｼｰﾄ、ケイ酸ｶﾙｼｳﾑ板、ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ、

撤去工法：レベル３工法
給水管は、敷地内本管で切り離し量水器まで撤去する。
電気は、敷地内電柱接続まで撤去する。

工事名：R6霧島市立医師会医療センター外来管理治療棟ほか解体工事

解体対象建物・・・右側表の解体撤去建物の通り

S57

S57

S59

H24

H16

S57

S53

H14

H28

H28

H23

竣工年

S58

S58

H23

H23

※現況と図面内容が相違する場合は現況を正とする。

※　騒音・アスペルギルス対策＜着工時（工事着手前）＞

①　下記事項について計画書を作成し監理者、病院に説明を行い、

②　工事に当たってのリスクを抽出し、対応について監理者・病院と協議を行うこと。

③　霧島市医師会医療ｾﾝﾀｰ感染対策マニュアル（同等書類）に則り、

④　アスペルギルス感染症に関する教育を作業員に行うこと。

協議・許可を受けて工事に着手すること。

合意の上作業を行うこと。

発電機室

（基礎共）

（㎡） （㎡）
杭 ﾋﾟｯﾄ ﾍﾞｽﾄ

ｱｽ

有 有有

有 有有

無 無 無

無 無 無

無 無 無

無 無 無

無 無有

無 無

無 無 無

有

無 無 無

無 無 無

受水槽（基礎共）解体撤去、ｷｭｰﾋﾞｸﾙ・同基礎新設。
研修医室棟渡り廊下部分階段新設。

⑤　騒音対策として防音シートの使用箇所を上記同様に協議すること。






















































